　有田川町特定健診未受診者対策事業　プロポーザル募集要領

１　目的
この実施要領は有田川町（以下「本町」という。）が「有田川町特定健診未受診者対策事業」（以下「本事業」という。）の受託者を選定するためのプロポーザルの実施に関して、必要な事項を定めるものとする。

２　業務概要
（１）業務名　　　有田川町特定健診未受診者対策事業
（２）業務内容　　有田川町特定健診未受診者対策事業委託業務仕様書
（以下、「仕様書」という。）のとおり
（３）履行期間　　契約締結日から令和９年（2027年）3月31日まで
（４）委託上限額　4,730,000円（消費税及び地方消費税を含む。）
※委託上限額を超える額で提案した事業者は失格となる。
（５）契約方法　公募型プロポーザル方式

３　参加資格要件
このプロポーザルに参加できる者は次に掲げる要件を全て満たしている法人とする。
（１）地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の4第1項の規定に該当しないこと。
（２）有田川町の競争入札に関する指名停止又は資格停止の措置を受けていないこと。
（３）企画提案書提出までに令和８・９年度有田川町競争入札（見積）参加資格登録者名簿に登録されていること。
（４）会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法（平成11年法律第225号）に基づく再生手続開始の申立てがなされていないこと。ただし、更生手続き開始の決定または再生計画認可の決定が、参加申込期日以前になされている場合は、この限りではない。
（５）有田川町暴力団排除条例（平成23年９月22日条例第13号）第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団員等（以下「暴力団員等」という。）でないこと。また暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していないこと。
（６）他市町村で特定健診未受診者対策事業に実績があること。
（７）個人情報の取り扱いに関して、JISQ15001規格に基づくプライバシーマークを取得している、又は、情報セキュリティマネジメントシステムISO／IEC27001（JISQ27001）の認証を受けていること。

４　スケジュール
募集要領の公表　　　　　　　令和８年４月６日（月）
質問の受付締切　　　　　　　令和８年４月１７日（金）午後５時まで
質問の回答　　　　　　　　　令和８年４月２４日（金）
企画提案書提出期限　　　　　令和８年５月１日（金）午後５時まで
プレゼンテーション　　　　　令和８年５月中旬予定
選定結果通知　　　　　　　　令和８年５月下旬予定
契約締結　　　　　　　　　　令和８年５月下旬予定

５　質問の受付及び回答
（１）提出期限：令和８年４月１７日（金）午後５時まで
（２）提出方法：持参又は郵送（簡易書留）
※持参の場合は、土曜日・日曜日・祝日及び開庁時間外を除く
（３）回答：回答は令和８年４月２４日（金）に本町のホームページにて公開する。
（４）その他：質問に対する回答は、募集要領及び仕様書の追加または修正事項とみなします。回答に対する再質問は認めません。
質問は「質問票」（様式３）に必要事項を記入し、電子メールにて提出すること。
提出先　　健康推進課健康推進班　n.kenko@town.aridagawa.lg.jp









６　企画提案書の提出
（１）提出書類
1 参加申込書（様式１）　
2 業務実績書（様式２）　
3 企画提案書（様式４）　
提案内容（任意様式）
4 参考見積書（任意様式）
5 法人の登記事項証明書、法人の概要、定款（任意様式）
6 法人税、消費税及び地方消費税の納税証明（未納税額のない証明）
（２）提出形式　　
５部（正本１部、副本４部）A４判縦、長編綴、横書き、片面とする。
（３）その他　　　
応募書類はいかなる場合でも返却しない。
応募書類の作成及び提出等に係る費用は、申込者の負担とする。

７　選定に関する事項
（１）選定方法
プレゼンテーション審査は、企画提案書の内容、プレゼンテーション及び質疑応答により審査基準に基づき総合的に審査する。審査の結果、評価点が最も高い提案者を優先交渉権者に決定する。応募者が１者のみの場合であってもプレゼンテーション審査を行い、事業目的を達成できるものと判断したときは優先交渉権者として選定する。
（２）プレゼンテーション
ア日時（予定）　令和８年５月中旬
※日時、場所等の詳細は電話・メールにより提案者に連絡する。
イ発表時間等　40分程度（30分以内の発表後、10分程度の質疑応答時間を設ける）
ウ資料　提出した応募書類により行う、追加資料は認めない。
エその他　プレゼンテーションへの参加人数は3人までとする。



（３）審査基準
	審査項目
	評価項目
	配点

	実施体制
	適切な実施体制となっており、業務内容に必要な経験・能力を有する人員の配置及び組織体制が提案されているか。
	20

	
	業務責任者
	同種業務の実績（年数及び件数）
	10

	
	
	専任性（手持ち業務の件数）
	10

	企画提案内容
	本町から提供される特定健診の受診履歴・結果のデータ等を基に効果的な対象者抽出分析を行うことが期待できるか。
	15


	評価テーマ
	着目点、問題点、解決方法等が適切かつ論理的に整理されているか。
	30

	
	提案内容は受診率の向上が期待できるものであるか。
	40

	
	提案内容に独創性があるか。
	25

	プレゼンテーション及び質疑応答
	説明は丁寧で分かりやすく、理論的で説得力を有しているか。
	10

	
	質問に対する応答が的確かつ迅速か。
	10

	
	説明内容等から熱意や取組意欲が感じられるか。
	10

	業務内容に
対する理解度
	国民健康保険保険者努力支援交付金（事業費分・事業費連動分）市町村国保ヘルスアップ事業②ｄ）特定健診未受診者対策の対象経費について理解しているか。
	10

	参考見積金額
	提案内容及び他社との見積金額を勘案し、妥当な金額となっているか。
	10

	
	計
	200


（４）選定結果の通知
選定結果は決定後速やかにすべての参加者に通知する。なお、審査内容、選定結果に対する問合せや異議申し立ては受け付けない。

８　失格事項
本プロポーザルの参加申込者、提出書類等が、次のいずれかに該当する場合は失格とする。
（１）提出書類等の提出方法、提出先及び提出期限に適しない場合
（２）提出書類等の作成形式及び記載上の注意事項に示された要件に適合しない場合
（３）企画提案書類等の提出期限後に参考見積書内の金額の訂正を行った場合
（４）プレゼンテーション及びヒアリングに出席しなかった場合
（５）虚偽の申請を行い、提案資格を得た場合
（６）参考見積書の金額が本要領「２（４）委託上限額」を超過した場合
（７）本プロポーザルに関し、選定委員に直接、間接を問わず連絡を求めた場合
（８）審査の公平さに影響を与える行為があったと認められる場合
（９）その他、本要領に違反すると認められた場合


９　契約
選定された優先交渉権者と本町が、提案書の内容を基本として詳細を協議する。契約内容、仕様及び契約金額については、協議の結果、提案書の内容と変更が生じることがある。

１０　その他
（１）本プロポーザルに要する経費（提案書の作成及び提出、プレゼンテーションに関する費用等）は参加者の負担とする。
（２）本プロポーザルにかかる情報公開請求があった場合は、有田川町情報公開条例に基づき、提出書類を公開することがある。
（３）応募書類提出後に参加を取り下げる場合は、速やかに下記まで連絡するとともに、文書で有田川町長あてに通知すること（任意様式）。

１１　問い合わせ先
有田川町健康推進課
住所　〒643-0153　和歌山県有田郡有田川町中井原１３６番地２
電話　0737-22-4503
Email　n.kenko@town.aridagawa.lg.jp
